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第 １節　問題設定：なぜユーロリージョンの停滞は起きたのか

本論文の目的は，欧州の「国境を跨ぐ地域（跨境地域）」（Cross Border 

Region：CBR） に お い て， 越 境 協 力 を 制 度 化 し た ユ ー ロ リ ー ジ ョ ン

（Euroregion）１を跨境協力（Cross Border Cooperation：CBC）促進の原初の「孵卵

器（incubator）」２としてとらえ，制度史の観点から整理・比較検討し，欧州に

おける国境相対化の制度的進展の特徴を明らかにすることにある ３。つまり，

欧州連合（EU）における「ポストウェストファリア的国境相対化」の前史と

して，ユーロリージョンを CBR の中で整理し，EU が創設した超国家主義的

な国際法人制度「欧州における領域的協力団体（European Grouping of Territorial 

Cooperation：EGTC）」との比較の中で，ユーロリージョンが抱えた CBC の問

題点を明らかにする。

詳細は後で議論するが，一般的に，ユーロリージョンとは，欧州において，

国境を越えた ２ つ以上の地域（県・州・ミュニシパリティなどの地方自治体）が参

加する領域的な協力枠組みのことである。ユーロリージョンは，1958年にドイ

ツ・オランダ国境で設立され，その後，欧州各地に広がり，経済，文化，人的

交流などさまざまな越境協力の形態を持つに至った。このユーロリージョンと

いう名称は，機能としての CBC のみならず，領域としての CBR を指す場合

がある。また，その用語は，広義でシステム全体の名称として用いることも可
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能で，CBR のガバナンスの形態をも包括的に表現しうる ４。

Vázquez が指摘するように，欧州単一市場（European Single Market）の登場

は，国境の意味を変容させ，これまで，いわゆる膠着国境（deadlock border）

によってもたらされてきた，高速道路や鉄道やエネルギー網の分断など，「越

境のためのコスト（transaction costs）」を低減させた ５。これは，ユーロリー

ジョンにも，国境の相対化の観点で大きな恵みをもたらした。一方で，ユーロ

リージョンが内包する「国境」そのものは，経済的には単一市場の様態に進ん

でも，依然として国家主権のせめぎあいの中で協力の障壁となり続けており，

実際の CBC の中身や事務局体制などについては，隣国同士の法律や予算面で

のすり合わせ（concordance）６が必須であった。これが，欧州単一市場において

も，CBC の発展を阻害する要因となってきたのである。この要因を取り除く

ことこそ，ユーロリージョンが創設されて以来，取り組んできた課題であった。

しかし，EU 域内において CBR が活性化されるには，1990年の INTERREG

プログラムという地域政策パッケージの登場を待たねばならなかった ７。ユー

ロリージョンの初期の段階では，まだ，ミクロリージョン ８のような「新しい

スケール」としての認識にまでは至っておらず，Calderón Vázquez の指摘す

る「国境の非活性化（border deactivation）９」が模索されるレベルにすぎなかっ

た。この「国境の非活性化」が，当時のユーロリージョンの CBR の協力目的

の実態を的確に表現しえたのである。

その後，冷戦の崩壊，EU の統合拡大に伴って，国境に隣接する欧州地方政

府にとってユーロリージョンの意味が大きく変容する。すなわち，ユーロリー

ジョンが，EU 地域政策や拡大政策の政策容器としての意味を獲得し始めるの

である。EU 地域政策に INTERREG が導入され，ユーロリージョンが，単に

国境を跨ぐ緩やかな協力の形態から，超国家レベルから予算配分を引き出す政

策容器としての資格を得たのである。そのプロセスで，EU は欧州評議会

（Council of Europe：CoE）が試みてきた CBC 活性化の制度を改良し，EGTC の

制度を導入する。この段階で，EU 域内の多くのユーロリージョンが，EGTC

のハードな制度をガバナンスのシステムとして取り入れていくのである。中に
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は，名称を「ユーロリージョン」から「EGTC」に変更して，その形態変化を

社会に示すものも現れ始めた。

このことを受けて，CBR の研究自体も，「CoE 的な境界による分断を前提と

するリアリズム的パラダイムに基づく研究」から，「EU の統合の深化と拡大

を受けた政策容器としての超国家主義的 CBR の研究」へと移行していく１0。

これは，CBR 研究を，国境の隔離性を前提とするリアリズム的なパラダイム

から，超国家主義的な国境相対性を前提とする「再領域化（reterritorialization）」

のパラダイムへと導くことになる。ここでいう「再領域化」とは，Perkmann

らが着目した，新しいスケールとしての CBR の創出である１１。

筆者は，論文「EU ミクロリージョンへのポスト・ウェストファリア的批判

的視座」で，EU が深化・拡大していく局面において「領域的結束（territorial 

cohesion）」が具体的に表出する地域，中でも「ミクロリージョン」と呼ばれる

大きさの地域が，どのように変容を遂げながら領域的結束の促進に寄与してき

たのかについて検討した１２。その分析対象として，２006年に EU 地域政策に導

入された，常設的な越境法人の設立を可能にする EGTC 規則（欧州における領

域的協力団体に関する欧州議会・欧州理事会規則）を選び，その制度創設を通じた

「国家主権と領域の意味変容」を考察した。

EGTC は，INTERREG が導入され，EU 域内国境の相対化が進められるプ

ロセスで，越境地域の協力組織が継続的に事務局をどこに設置し，どのように

運営するのかという問題が発生し，越境協力促進のブレーキとなったことを受

けて設計された，越境協力の制度的枠組み，すなわちガバナンスの仕組みであ

る１３。それまでは，ユーロリージョンをはじめとする，CBC を促進する制度・

団体は，CoE がこの国境の隔離性を除去するために，二国間合意に基づいて設

計した「国際法に基づく準法人格的な協力体」（Local Grouping of Cross-Border 

Cooperation：LGCC）などを利用したりした。あるいは，参加地方政府内に契約

関係を結んだ事務局を設置したり，団体事務局を当該国の NGO や会社組織に

するなどして，加盟国の国内法に拘束され法人格を取得し，他国のカウンター

パートとなる法人と協力関係を推進する方法を採用してきた１４。しかし，この
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ような国家主権システムに基礎を置くリアリズム的な工夫は，国境を越えて事

務局引継ぎや移転が生じたときなどに大きな問題を引き起こしてきた１５。この

ことが，ユーロリージョンの制度的停滞を招く原因の 1 つとなっていた。そこ

で，EU はこの CoE の方法論を超克するべく，CBR そのものに EGTC という

国際法人格を与えたのである。このように，ユーロリージョンをはじめとする

CBC は，CoE の国家間合意システムを使った運営と，EU の超国家システム

に基づくシステムを使った運営，さらに，それらが混在する多様性を持つので

ある。Sanguin は，このような CoE と EU の両欧州国際機関のコミュニケー

ション不足が，ユーロリージョンにおける越境協力の開始当初から，混乱，重

複，過剰設計，無秩序化（confusion, redundancy, oversizing and entropy）を引き

起こしてきたと批判する１６。Sanguin は，CoE がユーロリージョンの構造を ２

国家間合意などで進化させた一方で，EU は超国家的プログラムを実施してき

たが，それら両者の施策が連接し，包括的にうまく機能しているわけではな

かったことを明らかにしている１７。

本論文では，ユーロリージョンが，試行錯誤の中，CoE の規範を使いなが

ら CBC を進展させていくが，一方，そこで主権国家間の協力体制の限界に直

面し，CBC の停滞が起きたことを検証する。

このことを明らかにするために，まず第 ２ 節では，ユーロリージョンとは何

かについて，大まかな制度的定義を共有する。そのために，CBR／CBC にお

けるユーロリージョンの位置づけを，スペクトラム的発想をもとに整理したい。

CBR／CBC をスペクトラムのグラデーション上に配置することで，個々の

ユーロリージョンの位置を静態的分析対象として確認するにとどまらず，その

ユーロリージョンのアイデンティティの変容を動態的に分析しうる検証用具を

提供する。続いて，第 ３ 節では，ユーロリージョンの共通の特性から制度的実

態を把握する。様々なユーロリージョンが異なる法的形態や組織を有してもい

る一方で，これらには多くの共通特性がある。ここでは，ユーロリージョンの

単なる形式的な特徴の把握だけではなく，スペクトラムのグラデーションの中

で，制度的成熟度の観点から理解を深める。さらに，第 ４ 節では，ユーロリー



82 法 学 紀 要　第67巻

ような国家主権システムに基礎を置くリアリズム的な工夫は，国境を越えて事

務局引継ぎや移転が生じたときなどに大きな問題を引き起こしてきた１５。この

ことが，ユーロリージョンの制度的停滞を招く原因の 1 つとなっていた。そこ

で，EU はこの CoE の方法論を超克するべく，CBR そのものに EGTC という

国際法人格を与えたのである。このように，ユーロリージョンをはじめとする

CBC は，CoE の国家間合意システムを使った運営と，EU の超国家システム

に基づくシステムを使った運営，さらに，それらが混在する多様性を持つので

ある。Sanguin は，このような CoE と EU の両欧州国際機関のコミュニケー

ション不足が，ユーロリージョンにおける越境協力の開始当初から，混乱，重

複，過剰設計，無秩序化（confusion, redundancy, oversizing and entropy）を引き

起こしてきたと批判する１６。Sanguin は，CoE がユーロリージョンの構造を ２

国家間合意などで進化させた一方で，EU は超国家的プログラムを実施してき

たが，それら両者の施策が連接し，包括的にうまく機能しているわけではな

かったことを明らかにしている１７。

本論文では，ユーロリージョンが，試行錯誤の中，CoE の規範を使いなが

ら CBC を進展させていくが，一方，そこで主権国家間の協力体制の限界に直

面し，CBC の停滞が起きたことを検証する。

このことを明らかにするために，まず第 ２ 節では，ユーロリージョンとは何

かについて，大まかな制度的定義を共有する。そのために，CBR／CBC にお

けるユーロリージョンの位置づけを，スペクトラム的発想をもとに整理したい。

CBR／CBC をスペクトラムのグラデーション上に配置することで，個々の

ユーロリージョンの位置を静態的分析対象として確認するにとどまらず，その

ユーロリージョンのアイデンティティの変容を動態的に分析しうる検証用具を

提供する。続いて，第 ３ 節では，ユーロリージョンの共通の特性から制度的実

態を把握する。様々なユーロリージョンが異なる法的形態や組織を有してもい

る一方で，これらには多くの共通特性がある。ここでは，ユーロリージョンの

単なる形式的な特徴の把握だけではなく，スペクトラムのグラデーションの中

で，制度的成熟度の観点から理解を深める。さらに，第 ４ 節では，ユーロリー

� 83ユーロリージョンの意義と限界（柑本）

ジョンのケース数の特定を通じて，何がユーロリージョンと他の CBR／CBC

を画するのか，ユーロリージョンの網羅的な「カタログ」である COOP-

RECOT II 研究プロジェクト（２018年）を使って考えたい。第 5 節では，第 ３

節での制度的共通特性，第 ４ 節での他の CBR／CBC との画定メルクマールを

踏まえて，ユーロリージョンに設定される共通項としての目的と意義を抽出す

る。というのも，「跨境協力をなぜ行うか」の目的が制度設計に深くかかわる

からである。これらを踏まえて，第 6 節では，ユーロリージョンと他の越境協

力の主要事例の比較から，具体的なスペクトラム分析を実施する。主要な比較

事例として，ワーキングコミュニティ（working community），EGTC，マクロ

リージョンを取り上げ，ユーロリージョンとは全く異なったガバナンスの形態

の特徴を把握する。その上で，第 ７ 節では，そのスペクトラム分析の核心であ

るユーロリージョンの事例として，EUREGIO（オイレギオ）を使いながら，

ユーロリージョンの制度的実体分析を実施し，ユーロリージョンがなぜ CBR

／CBC の進展プロセスの中で停滞したのかを具体的に検証する。最後に，結

論として，EGTC 以前の CBR であるユーロリージョンが，試行錯誤の中，

CoE のソフトな規範を使いながら CBC を進展させていくが，そこで主権国家

間の協力体制の限界に直面し，CBC の停滞が起きたことを結論づける。

第 ２節　CBCの制度的展開のスペクトラム的理解

では，まず，ユーロリージョンとは何かについて，大まかな制度的定義をこ

こで共有しておこう。実は，多くの文献が指摘するように，ユーロリージョン

そのものの公式的な定義というものは存在しない１８。「ユーロリージョン」と

名乗る個別のユーロリージョンを研究者自らが抽出し，操作的に，静態的分析

対象の「事例群」として提示するのはたやすい。しかし，欧州の CBC／CBR

の実態は，それほど単純ではなく，動態的に観察すると，ユーロリージョン自

体が EGTC に名称を変更したりすることもある。これは，欧州の社会状況変

化に対応する，その CBC の質的変化であると考えることもできよう。すなわ

ち，「ユーロリージョとンはこういうものである」と画一的に定義できる存在
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ではなく，光学や物理学でいう「スペクトラム（spectrum）」として理解した

方が，その実態をつかめると言える。スペクトラムとは，「連続体」あるいは

「範囲」と訳される言葉で，精神医学の分野では，この概念を自閉症スペクト

ラム障害の，多様で複雑な個別の特性を表現するのに援用した。それによって，

個別の対象への深い理解を促進し，治療方法を確立する有効な連続的分析視角

となっている。ユーロリージョン研究でこれまで明確にその定義がされず，他

の CBC の他の形態との違いが明確にされてこなかった理由が，このユーロ

リージョンを含む CBC のスペクトラムのグラデーションのわかりにくさとい

う実態にある１９。

では，CBC をこのスペクトラム的発想をもとに整理してみよう。欧州の

CBC は，固定的制度形態ではなく，制度化（institutionalization）の程度，ガバ

ナンスの強度，国境の相対化の深度などによってグラデーション的に広がる連

続的な現象ととらえることができる。この構造を「スペクトラム」として描く

ことで，以下のような分析軸を設定できる。ここで重要なのは，このスペクト

ラムのグラデーション上で，個々のユーロリージョンの位置を静態的分析対象

として確認するにとどまらず，そのユーロリージョンがどのような過去の経緯

からアイデンティティを立ち上げ，どのような地域形成を目指しているのかを，

時系列的にスペクトラム上を移動しうるものとして動態的に分析することであ

る。
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時系列的にスペクトラム上を移動しうるものとして動態的に分析することであ

る。
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表 １　CBCの制度的展開のスペクトラム的理解

スペクトラムの軸 低い側（soft） ⇔ 高い側（hard）
制度化の度合い 任意協定・非拘束

（working community , 
Nordic model）

⇔ 予算投入の政策容器（INTERREG）
法人格を持つ国際組織（EGTC）

到達目標 国境の機能除去
（defunctionalisation of 
national borders）２0

⇔ 新しいスケールとしての再領域化
（reterritorialization）２１

ガバナンスの強度 ネットワーク型
（declarative cooperation）

⇔ 疑似統治型（マルチレベルガバナ
ンス）（managerial/institutionalized 
cooperation）

国境の相対化 文化的・社会的 ⇔ 行政的・法的・財政的（政策容器）
主導アクター CoE ／国家／地方自治体 ⇔ EU ／国家／地方自治体
アプローチ ボトムアップ

（bottom-up）
⇔ トップダウン（top-down）＋ボトム

アップ（bottom-up）
筆者作成

CBC の制度的展開のスペクトラム的理解を表にすると，スペクトラムの軸

の低い側，すなわちソフトな側は，あとで議論するワーキングコミュニティの

ように，制度化の度合いが低く，任意協定に基づいて，緩やかなネットワーク

型の形態を示す。ここでは，国境を挟む二国間合意を苗床とする CBC にはじ

まり，徐々に，地方自治体を主たるアクターとするボトムアップ型の意思決定

の形式のものにグラデーションは移っていく。ここでは，国境の相対化は文化

的・社会的なものを出発点として，国境の乖離性の除去を機能的目的とする。

一方，スペクトラムの軸の高い側，すなわち，ハードな側は，INTERREG な

どの EU 予算投入の政策容器や，国際法人格を持つ EGTC のように，マルチ

レベルガバナンス２２下の新しいスケールとしての再領域化を目指す。ここでは，

協力の形態はタイトな行政的・法的・財政的な部分にまで及び，越境協力の政

策容器の創設という新しいステージの CBR の役割が期待される。地方自治体

の協力関係であるので，全てがトップダウン的意思決定というわけではないが，

EU 地域政策予算や EU 規則の関係で，行政的・法的・財政的な部分で，トッ
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プに位置する超国家組織 EU の影響を受けるマルチレベルガバナンスの形態に

近づいていく。

このような CBC の制度的展開のスペクトラム的理解に加えて，空間的次元

（スケール）でのスペクトラムから，CBC を理解することも可能である。欧州

には，欧州領域的協力（European Territorial Cooperation：ETC）と呼ばれる新

しい越境協力の様々な形態が存在し，北海沿岸地域やバルト海沿岸地域のよう

なマクロリージョンと呼ばれるスケールの ETC から，CBC が実施される

CBR のようなミクロリージョン，あるいは，規模的に，このマクロとミクロ

の中間に位置するようなメゾ的なリージョンの協力形態も存在する。ユーロ

リージョンの多くは，スケール的には，このミクロリージョンに該当する。さ

らに，共通的な特徴として，当然，「越境／国境をまたぐ（trans-frontier）地域

協力機構・体制」がある。そして，多くのユーロリージョンでは，地方政府な

どの非国家アクターが主体となって，CBC を展開している。

ここに，「スケール的転換（scalar turn）２３」や「領域の罠（territorial trap）２４」

の概念からの議論・分析を重ねていくと，CBC スペクトラムは欧州に「新し

く創出されたスケールの再配置」としての表現が可能となる。この「スケール

のスペクトラム」を「CBC の制度的展開のスペクトラム的理解」に合わせて，

「ソフト – ハード×マクロ – ミクロ」の二軸マトリクスが構築できる２５。CBC

／CBR はもとより，ユーロリージョンの実態は，「ソフト – ハード×マクロ –

ミクロ」の二軸上に広がるスペクトラム状の制度現象として理解する方が，国

境相対化の実態に即した分析となる。すなわち，CoE 型ユーロリージョン２６に

見られる「文化的・社会的相互浸透型」から，EU 型 EGTC における「行政

的・法的・財政政策容器型」まで，越境協力の諸相は連続体を形成している。

そして，スケール的には，マクロ・メゾ・ミクロの「区分け」そのものにも，

実際の意味はなく，スペクトラム上でスケールを便宜的に区切って示したもの

にすぎないことがわかる。そして，先ほども述べたように，この制度

（institutional）とスケール（scalar）の ２ 次元の理解に，時間（temporal）を加え

ると， ３ 次元の動態分析をするツールが整うと言えよう２７。
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第 ３節　ユーロリージョンの制度的実体

ここまで，ユーロリージョンなどの CBC のスペクトラム的見方について議

論した。では，ユーロリージョンとはいったいどのようなものを指すのかを知

ることは不可能なのであろうか。定義はないが，共通の特性から制度的実態を

把握することは可能である２８。欧州には多数のユーロリージョンが存在し，異

なる法的形態や組織を有してもいる一方で，これらは多くの共通特性も共有し

ている。このような異なる法的形態や組織を有し，その多様性にスペクトラム

的な理解が必要となる社会的背景としては，CoE や EU のみならず，北欧評

議会のようないくつにも折り重なる欧州の国際機関がそれぞれの規範的な背景

から，独自の CBC 援助手法を提供し，地方自治体もそれらを適宜，便宜的に

有効活用してきたことが関係する２９。ユーロリージョンの共通性の検討に意味

がないかといえばそうではなく，それぞれの特徴を分析することで，そのガバ

ナンス構造の中でどこに問題点があり，このガバナンス構造が超国家的な国際

法人 EGTC の制度設計に生かされていくのかがわかる。もちろん，これらは，

ユーロリージョンの単なる形式的な特徴ではなく，スペクトラムのグラデー

ションの中で，CBR における制度的成熟度や制度化の指標としても理解する

ことができる。以下に，それぞれを具体的に考察してみよう。

Czimre は， 欧 州 国 境 地 域 協 会（Association of European Border Regions：

AEBR）３0の文献などから以下のようなユーロリージョンの共通特性を抽出して

いる３１。

①常設性

②構成主体から独立した法的・組織的アイデンティティ

③独自の行政・技術・財源資源

④独自の意思決定機構

①の常設性は，その存在が一時的ではなく恒久性を有することを指す。現在
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の CBR には，ワーキングコミュニティのような緩い協力関係から EGTC の制

度を利用した国際法人格を有するタイトなものまで，さまざまな制度的成熟度

や制度化のステージが存在する。ここで特に強調されているユーロリージョン

の特徴としての常設性は，その CBR が予算獲得のための「プロジェクト単位

の一時的組織」ではなく，恒常的な協力機関として存在することを指す。具体

的な事例でいうと，EU の INTERREG などの資金サイクルである通常 ７ 年と

いうプロジェクト期間を超えて活動を継続できることを指している。例えば，

あとで検証するドイツ・オランダ国境の EUREGIO は1958年以来，常設事務

局を保持し，半世紀以上にわたり持続的に運営されてきている３２。

②の構成主体から独立した法的・組織的アイデンティティは，構成メンバー

のアクターのアイデンティティそれ自体とは別の独立したアイデンティティを

有する存在であることを示している。すなわち，加盟する州・県・ミュニシパ

リティなど地方自治体の単なる集合ではなく，そのユーロリージョンの組織自

体が独自の名称やロゴを有し，網羅する領域の住民に国境を超えた共通のアイ

デンティティ基盤を提供する。

図 １　カルパチアユーロリージョンのロゴ（出典：カルパチアユーロリージョン協会３３）

図 1 は，カルパチアユーロリージョンのロゴである。観光資源，自然資源の

豊かなカルパチアユーロリージョンは，独自のブランド戦略を持ち，中央ヨー

ロッパに位置する山岳地帯であるカルパチア山脈を中心に，その上に地域の自
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然の象徴としての鳥３４の意匠を施し，199３年の設立メンバーである加盟地域の

スロバキア，ウクライナ，ポーランド，ハンガリーの ４ カ国の国旗，さらに，

その後199７年に参加したルーマニアの国旗を下部に配している。この「構成主

体から独立した法的・組織的アイデンティティ」は，国家間の主権枠に従属し

ない越境的な公共主体として，カルパチアユーロリージョンへの参加アクター

や地域住民に，この CBR にアイデンティファイする自己認知を促し，また，

欧州や広く国際社会から認知される基盤となる。

③の独自の行政・技術・財源資源は，②で挙げたような州・県・ミュニシパ

リティなど地方自治体の単なる単発的な会議体ではなく，常設的なオフィスを

持ち，予算を自ら保有し，専任の職員による運営能力を持つことを示している。

欧州地域開発基金（European Regional Development Fund：ERDF）や加盟国の補

助金，加盟自治体の拠出金で独自予算を編成し，プロジェクト管理や報告を自

ら行う独自の財務会計や年次報告を行う３５。これにより，ユーロリージョンは，

ソフトな調整フォーラム的存在から政策実施機関へと転換し，機能的な自律性

を獲得することになる。

最後の④の独自の意思決定機構は，加盟自治体の合議を超えて，自らの理事

会・議会を持ち，方針・予算・事業計画を決定する機構を備えることを指す。

具体的には，総会（general assembly），理事会（executive committee），事務局

（secretariat）を三層的に構成する３６。さらに，その地域の特定の課題解決のた

めに，特定課題ワーキンググループ（thematic working groups）を設置する。総

会への代表者は，各加盟地方政府（例：県議会，州議会，市長会など）によって

内部的に任命される。ここで重要なのは，③の「機能的な自律性」に加えて，

主権を毀損せず，独自の意思決定に基づいて跨境水平的な連携を組む器３７と

なったことである。

上記のように，Czimre のユーロリージョンの ４ つの特性に基づいて詳細な

考察を展開した。ユーロリージョンから抽出しうる共通的特徴は，形式的には，

一時的な会議体などではなく常設性を有し（①），構成主体から独立した法

的・組織的アイデンティティを備え（②），独自の行政・技術・財源資源（③）
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と独自の意思決定機構（④）を有することが明らかとなった。

第 ４節　ユーロリージョンのケース数の特定

ここで，もう一点，研究上発生する，悩ましい問題について検討しておこう。

それは，「ある時点でのユーロリージョンの総数はいくつになるのか」という

問いである。よしんば，この ４ つの特性をその調査対象である CBC が満たし

たとしても，ユーロリージョンが「存在する」「機能している」「定義を満た

す」という基準が文献・報告により異なるため，“ ○○個 ” という確定値を出

すのは慎重さが必要となる。非常に網羅的なユーロリージョンの「カタログ」

である COOP-RECOT II 研究プロジェクト（２018年）における「ユーロリー

ジョン：EU 国境を越える卓越性と革新：成功事例のカタログ」（‘Euroregions- 

Excellence and Innovation across EU Borders : A Catalogue of Good Practices’）でさ

え，その確定作業は困難を極めたと言い，調査過程で把握できなかった組織が

あることを吐露している３８。プロジェクトは，それらを見落とすリスクが残存

することは留保しながらも，以下のような作業工程を経て，ユーロリージョン

のケース数をはじき出している。
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表 ２　�COOP-RECOT�II 研究プロジェクトのユーロリージョンのケース数カウントの方
法論的手順
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国家間協力の意味あいが濃いケース）を除外

④

EU 域外 － ７ ユーロリージョンがその後，獲得してきた特徴として，
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⑥
ユーロリージョン
としての構造体

２6７ 運用定義に基づく既存ユーロリージョンのリストとし
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いる（①）。ユーロリージョンは CBC（跨境協力）である特徴を有する。そこで，

バルト海沿岸地域のような，これよりも広い二次元的領域を網羅するマクロ

リージョン的な ETC である４４ケースを，この総数，すなわち３４３ケースから

除外する必要がある（②）。さらに，ユーロリージョンの協力関係まではいか

ない，緩やかなワーキングコミュニティのケースと見られる16ケースを除外す

る（③）。このワーキングコミュニティのケースとは，ただ単にその制度や機
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構が存在するのみで，ユーロリージョンの特徴である「プロジェクト遂行戦

略」が欠如していたり，国家レベルアクターが主たるプレゼンスを示し，地方

自治体の跨境協力ではなく，国家間協力の意味あいが濃いケースのことである。

さらに，ここから，EU 域外の ７ ケースを除外する（④）。なぜなら，ユーロ

リージョンがその後，獲得してきた特徴として，INTERREG などの EU 地域

政策ファンドの受け皿としての機能があり，この機能を有しないので EU 域外

のみで構成されるケースを除外する必要がある。そして，最後に，変容した旧

ユーロリージョン，すなわち，ユーロリージョンの構造が，その設立の目的と

は異なった形で存続，あるいは，別のユーロリージョン構造に吸収された，あ

るいはまったく新しい構造に完全に置き換えられた 9 つの事例を除外する

（⑤）。COOP-RECOT II 研究プロジェクトは，これで残った２6７のケースを，

ユーロリージョンとしての構造体と位置付けている（⑥）。

ここでさらに留意しなければならないのは，「ユーロリージョン」という名

称を名乗るものだけが，実質的なユーロリージョンではないし，また，過去に

「ユーロリージョン」を名乗っていた協力主体が，EGTC のガバナンス枠組み

を選択したことで，名称を「EGTC」に変更するケースも多いことである。そ

の意味で，本研究では，EGTC 登場以前の「原初的ユーロリージョン」を狭

義でとらえたユーロリージョンとして分類し，それ以降のユーロリージョンを

広義の CBC 的な用語としてのユーロリージョンとして扱いたい。したがって，

これ以降，特別な形容の無い場合は，操作的に，「ユーロリージョン」は

EGTC 登場以前の「原初的ユーロリージョン」を指し，それらが本論文での

分析対象としてのユーロリージョンを指すこととしたい。

Shuliak らが，ウクライナの「国境を越えた協力に関する法律」を引用し，

「ユーロリージョンとは，国境を越えた協力に関する二国間または多国間協定

に従って実施される，欧州諸国の協力による行政・領土単位の組織形態であ

る」と定義しているのは，本論文で扱う，この原初的ユーロリージョンを的確

に表していると言えよう３９。当初，CoE が中心となって進めていた原初的な

ユーロリージョンは，地方自治体レベルでの協力ネットワークや越境プロジェ
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クトではあるが，その CoE の国際機関的色彩から，「国家間条約に基づいた越

境協力の形」というリアリズム的な意味あいを背景に持っていたのである。一

方，Perkmann，Sum，Jessop らは，当初からユーロリージョンに革新的な意

味をもたせ，ユーロリージョンは政治的・行政的なリスケーリングのプロセス

の結果であり，政策的起業（policy entrepreneurship）であると述べ，新しい空

間スケールにおける制度的プラットホームを統合したアイデアであるとしてい

る４0。どのようなユーロリージョンの特徴に焦点をあてるのかによって異なっ

てくる，このような研究者の立ち位置についても，混乱を避けるために，留意

しておくことが必要となろう。

第 ５節　ユーロリージョンの目的と意義

では，このような制度を有するユーロリージョンは，具体的には，どのよう

な目的と意義をもって誕生したのであろうか。本論文は制度論的な分析なので，

具体的な個々のプロジェクトなどを挙げながら議論するのは別稿に譲ることに

し，跨境協力をなぜ行うかについて考え，制度設計・プロジェクト立案・地域

戦略づくりの際の方向性の大本となる目的と意義について以下に従って考えた

い。

①国境／隣接地域を「分離線」から「交流空間」への転換（マイナスの超克）

②国境地域の共通課題を共同で解決し，潜在的機会を活用（プラスの創出）

③市民・地域レベルの信頼醸成，文化・社会的統合を促進（過去の清算）

④ EU における領域的結束（未来の創出）

①は，国境や国境隣接地域がこれまで「境界としての分断の線」であったの

を，「コミュニケーションや協働の場（meeting space）」としての新たな側面を創

出することである。周辺化，交通の不便，単一国内市場からの孤立など，境界

がもたらす経済的・社会的なハンディキャップを克服することが目的となる４１。

②は，国を隔てた国境地域の共通課題を両側でともに解決し，その地域の持
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つ潜在的機会を顕在化させることである。雇用創出，交通・インフラ整備など

を通じて，国家領域の周縁，特に辺境にあたる地域の経済発展，自然環境保護，

観光資源の活用など，国境をまたいだ地域が抱える課題や制約に協働で取り組

むことである４２。これは，国境の片側のある地域の強みを，他の片側の弱みに結

びつけるような隣接地域間の「補完性（complementarities of bordering spaces）４３」

を活かし，片側のみの発展では捉えきれない価値を引き出すことにもつながる。

③は，冷戦をはじめとして，人為的な国境で隔てられ分断されたコミュニ

ティの文化・社会的統合を市民・地域レベルにおいて促進し，地域の信頼醸成

を促進することである。国境地域での歴史的・文化的な隔たりや，そこから生

ま れ た 偏 見・ 不 信 を 軽 減 し，「 国 境 を 越 え た 隣 人 関 係（good neighboring 

relations）」を育成する４４。国家間を主とするのではなく，国境両側の地域の地

方自治体，住民が主体的に関与し，事業を通じて，地域レベルのガバナンスや

パートナーシップを強化する。

④は，EU の欧州統合の深化・拡大側面における EU 地域政策の領域的結束

（territorial cohesion）の実現である。特に EU では，国境をまたぐ地域協力が

「域内統合（integration）」「地域間格差の是正（cohesion）」という政策目的の一

部とされてきた。 具体的には，EU・国家・地方自治体などによるマルチレベ

ルガバナンスの協働の場として，国境地域が「国家対立のフロンティア」から

「協働空間」へ変化することが期待されるようになった４５。ここでは既述のよ

うに，ユーロリージョンが EU 地域政策の INTERREG などの予算投下の範囲

として，政策容器の役割を担うことになる。そして，国際法人 EGTC が事務

局設置に有効活用されていくのである。これは，ユーロリージョンの創成期に

はなかったガバナンスの様態である。LGCC のような CoE 枠組みは存在したが，

国家主権を尊重する規範が CoE には根底に流れているので，国家アクターに

よる二国間合意が無ければ稼働は難しく，初期のユーロリージョンにおいては

汎用性に乏しかった。したがって，多くのユーロリージョンで LGCC が採用

されるには至らなかった。
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第 ６節　越境協力の主要事例のスペクトラム分析

ここまで，CBC／CBR におけるユーロリージョンの位置取りについて，そ

の制度的特徴や目的・意義などから検討してきた。CBR の役割は，国境のも

つ様々な条件を相対化することを基本とするが，時代や場所によって，それぞ

れ個別のガバナンスの類型を持ち，その役割や成功・失敗などの結果について

も違いが出てくる。ここでは，CBC／CBR のスペクトラムのグラデーション

分布から，それぞれの越境協力ガバナンスの主要事例を抜き出して，比較の手

法でユーロリージョンの特徴をさらに明らかにしたい。

ユーロリージョンと比較の対象としてピックアップするガバナンス形態は，

CoE 型ワーキングコミュニティ，北欧型ワーキングコミュニティ，EGTC，マク

ロリージョンである４６。これらの比較対象は，その峻別される特徴から，第 ４

節で扱った COOP-RECOT II 研究プロジェクト（２018年）のユーロリージョン

の「カタログ」でも，EU 地域政策で規定される ETC の構造を有する事例の

総数３４３ケースから除外されたガバナンスの形態群である。今回は，③ EGTC

と④マクロリージョンの比較分析は独立した詳細な議論のために別の機会に

譲っているので，ここでは，ワーキングコミュニティの「ピレネー・ワーキン

グコミュニティ（Pyrenean Working Community）」の事例を使いながら，EU に

おける①ユーロリージョン，②ワーキングコミュニティの複雑な実態を明らか

にしておこう。
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表 ３　越境協力の主要事例のスペクトラム上の配置
ガバナンス

の呼称
事例名 国・地域

開始年
（設立年）

典拠・備考 変化 類型

① ユーロリー
ジョン

オイレギオ
（EUREGIO）

ドイツ・
オランダ

1958年 最 初 の ユ ー ロ リ ー ジ ョ ン。
1958年「EUREGIO Working 
Group」 発 足（ 正 式 事 務 局
1965年）。AEBR 公式史におけ
る初めてのユーロリージョン。

Soft–Meso
→ Hard

最初期からの
CBR，ボトム
アップ型の典
型

② ワーキング
コ ミ ュ ニ
ティ

ピレネー・ワーキ
ングコミュニティ

（Pyrenean 
Working 
Community）

フランス・
スペイン・
アンドラ

198３年 198３年，トゥールーズ協定に
より正式発足。欧州評議会の
マドリッド・コンベンション

（1980年）を初期に活用した
ワーキングコミュニティモデル。

Soft–Meso INTERREG
運営母体，
CoE 支援

③ EGTC ザ ー ル・ ロ レ ー
ヌ・ルクセンブル
ク
EGTC

（SaarLorLux 
EGTC）

フランス・
ドイツ・ル
クセンブル
ク・ ベ ル
ギー

２010年
（ E G T C
承認）

「Groupement Européen de 
Coopérat ion Territor ia le 
SaarMoselle」設立（２010年）。
EGTC 規則（２006年）施行後
の初期事例。前史として19７1
年の SaarLorLux 協力枠組み
あり。

Hard–
Macro

Supraregional 
institution と
して機能

④ マクロリー
ジョン

EU ドナウ地域戦
略（EUSDR）

ドナウ流域
諸国

（ ド イ ツ・
オーストリ
ア・ハンガ
リーほか）

２011年
（採択）

欧州委員会・理事会による承
認（２011年 6 月）。起源は1996
年 の CADSES プ ロ グ ラ ム。
２010年 EUSDR 提 案。EU マ
クロリージョン政策の第 ２ 波。

Hard–
Macro

EU 主導マク
ロリージョン
政策枠組み

各プロジェクトの URL などを参考に筆者作成４７

では，まず，ワーキングコミュニティについて，そのガバナンスの特徴を考

察してみよう。ワーキングコミュニティについては，ETC 総数３４３ケースから

16ケースがマイナスされている（第 ４ 節表 ２ 参照，③のケース）。ユーロリージョ

ンと比較すると，地方自治体同士の跨境協力ではなく，国家間協力の意味あい

が濃いケース，すなわち，国家レベルアクターが主たるプレゼンスを示してい

る事例が，このワーキングコミュニティにあたる。この国家間協定的な国家ア

クターのプレゼンスは，国家主権を越境協力においても尊重する CoE モデル

の特徴とも言える。加えて，ワーキングコミュニティの場合，ただ単にその制

度や機構が存在するのみで，その特徴である「プロジェクト遂行戦略」の規定

が欠如していたりする。

②のワーキングコミュニティの事例として挙げた「ピレネー・ワーキングコ
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ミュニティ（Working Community of the Pyrenees：CTP）」は，フランス・スペ

イン・アンドラの国境を跨ぐ ETC の事例であり，198３年にトゥールーズ協定

により正式発足した。このワーキングコミュニティは，CoE の「地域共同体

または地方政府間の国境を越えた協力に関する欧州枠組み条約（European 

Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or 

Authorities：通称マドリッド・コンベンション）４８」を初期に活用したワーキングコ

ミュニティモデルである。さらに，ピレネー・ワーキングコミュニティは，

EU 地域政策の個別 INTERREG 政策である INTERREG POCTEFA の管理機

関の役割を果たしている４９。

つまり，ピレネー・ワーキングコミュニティは，上記のような INTERREG

の資金受け皿の事務局的な役割を果たしながらも，EGTC の枠組みは利用し

ていない。しかし，留意しなければならないのは，ピレネーの地域の越境協力

のケースは，このピレネー・ワーキングコミュニティだけではなく，他に ２ つ

の越境協力が稼働している点である５0。

図 ２　ピレネー・ワーキングコミュニティ（出典：CTP５１）

図 ３

図 ４
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図 ３　ピレネー・地中海ユーロリージョン（出典：Euroregion�Pyrenees-Mediterranean５３）

その 1 つが，２00４年に設立されたピレネー・地中海ユーロリージョン

（Euroregion Pyrenees-Mediterranean）である５２。そして，もうひとつが，図 ４ の

ヌーベルアキテーヌ・エウスカディ・ナバラユーロリージョン（Euroregion 

Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre）である。このユーロリージョンは，フラン

ス側「ヌーベルアキテーヌ（Nouvelle-Aquitaine）」地域，スペイン側「エウスカ

ディ（Euskadi）／バスク自治州（Basque Country）」及び「ナバラ州（Navarre）」

が参加するユーロリージョンで，EGTC の法的枠組みをも利用している。
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図 ４　�ヌーベルアキテーヌ・エウスカディ・ナバラユーロリージョン（出典：Euroregion�
Nouvelle�Aquitaine�Euskadi�Navarre５４）

歴史を辿っていくと，最初に，CoE の枠組みを利用したピレネー・ワーキ

ングコミュニティという緩やかな協力体が形成され，その中に，ピレネー・地

中海ユーロリージョン，そして，ヌーベルアキテーヌ・エウスカディ・ナバラ

ユーロリージョンが創設され，後者はユーロリージョンを名乗りながら

EGTC も活用する。このように，CBC の制度的展開のスペクトラム的理解を

することで，CBC／CBR の名称からではなく，実質的な越境協力ガバナンス

を動態的に時間軸にそって考察していくことの重要性が明らかになってくる。

国家間主導のワーキングコミュニティが大きな苗床となって，内部にユーロ

リージョンを育む役割を果たしているのである。



100 法 学 紀 要　第67巻

第 ７節　ユーロリージョンの事例：EUREGIO

ユーロリージョンとしては，旧西ドイツ地域とオランダ地域の跨境

「EUREGIO（オイレギオ）」を事例に，このガバナンス形態の生成プロセスを検

証してみよう。このユーロリージョンは，欧州におけるもっとも古いユーロ

リージョンのひとつで，現在まで継続している典型的なユーロリージョンの形

態を備えている。1958年に，EUREGIO の名称で，ドイツ側のノルトライン・

ヴェストファーレン州およびニーダーザクセン州の州政府・地方政府，ならび

にオランダ側のオーバーイッセル州，ヘルダーラント州，ドレンテ州の州政府

および地方政府が参加し，ドイツ・オランダ国境で始まった５５。このオランダ

東部とドイツ西部の国境地域では，言語・経済・親族関係が密接で，歴史的に

も社会経済的にも，もともと一体性をもっていた地域であり，第二次世界大戦

によって国境による分断を受けた地域である５６。このユーロリージョンが網羅

する領域は，再び，地域アイデンティティを確立し，「ひとつの跨境地域」と

して認識されるようになった。

図 ５　EUREGIO マップ（出典：EUREGIO５７）
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図 5 のように，EUREGIO は，ドイツ・オランダ国境を跨いで1２9の地方自

治体や水管理委員会によって組織され，オランダ側のトゥウェンテ（Twente），

アハテルフック（Achterhoek），オーバーイセル州北東部（Northeast Overijssel）

およびドレンテ州南東部（Southeast Drenthe）の一部，ドイツ側のミュンス

ターラント（Münsterland），ベンテハイム郡（Landkreis Grafschaft Bentheim），

オスナブリュック市およびオスナブリュック郡（Landkreis Osnabrück），ならび

にエムスラント南部（Southern Emsland）の一部を含んでいる。この地域は

1３,000㎢の面積があり，３４0万人の人々が生活している。第二次世界大戦後に

確定された人為的国境による障壁を取り除き，国境を超えた社会文化的な営み

を継続化させることを目的として設立されている。

表 ４　EUREGIO の歴史的制度の進展
年 制度的進展

1958年 国境を越えたパートナーシップとして最初の EUREGIO の創設
19７1年 初めて独自予算を有する跨境ワーキンググループ Mozer Commission の設置
19７8年 クラウス王子の勧めにより，現在でも最高決定機関である EUREGIO 評議会

の設置
198７年 EU の INTERREG プログラムの先行事例となる，方法論をリスト化し予算合

意をした，初のアクションプログラム
２008年 EUREGIO50周年
２01４年 Mozer 社会開発委員会，持続可能な空間開発委員会，経済・労働市場委員会

の ３ 委員会を EUREGIO２0２0戦略から設置
２016年 EUREGIO がオランダ・ドイツの公的な機関に

EUREGIO 公式ウェブサイトから筆者作成

この EUREGIO の最大の特徴は，彼らの言う「初の越境議会である

EUREGIO 評議会（EUREGIO Council）」の設置にある。議員は通常 ４ 年の任期

制で，評議会内部で，互選によって議長と副議長を選出する。もちろん，議会

を構成する議員は EUREGIO 域内の加盟地方議会から派遣される代表である

ので，地域住民が直接投票で選ぶ民主公選制による普通選挙ではない。しかし，

実際には，国境を越えて ２ つの異なる国家の地方自治体が独立の継続的合議体
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を作ることは困難を極め，Perkmann は，参加アクターに「善意（good will）」

があったからこそできたことだと記述している５８。この表現は，故郷を隔てた，

分断の歴史的経緯から考えると，ユーロリージョンの存在意義，すなわち，

「国境の意味転換」の観点から興味深い。この EUREGIO の制度的方法論は，

AEBRなどのバックアップによって，その後，欧州に広まり，ユーロリージョ

ンの主役的な役割を果たしていくことになる５９。

では，この主体の法的バックグラウンドはどのように築かれたのだろうか。

内実的には，EUREGIO は，ドイツ側ではドイツの国内法上の自治体連合

（eingetragener Verein：登録協会）として設立され，オランダ側は非公式な協定

に基づく「ミラー組織」として対応していた。つまり，当時，「国境を挟んだ

法的に一つの組織」を作ることは不可能で，実際にはドイツとオランダに二つ

の「鏡像の組織」が並立していた。したがって，法人格の非対称性，すなわち，

双方の国で法的地位が異なり，INTERREG 等の公的資金の直接受給が困難で，

越境事業の執行権限についても公務としての位置づけが不明確であった。そこ

で，２016年に，両国の加盟自治体は，EUREGIO を次の二重構造からなる「オ

ランダ・ドイツ共同体」として再編した。詳しく述べると，ドイツ側（ノルト

ライン＝ヴェストファーレン州）は，「Kommunalverfassungsgesetz（地方自治体

法）６0」第２４条を法的根拠として，市町村が国境を越えて公共目的で協力できる

条項に基づき，EUREGIO を構成員とする「公共法人」を認可し，一方，オラ

ンダ側も，「Wet gemeenschappelijke regelingen（共同規則法）」を利用して，

参加自治体が越境目的の「Openbaar lichaam（公法上の法人）」を設立したので

ある６１。さらに，この ２ つを対等に接合する「協定（Overeenkomst）」をむすび，

その結果，EUREGIO は 「蘭独の公共事業体（Dutch-German public body）」とし

て法的に再構成されることとなった。したがって，EUREGIO は，形式上は

EU レベルではなく，両国の国内法レベルの公法的組織である６２。

この時点での法的性格は，国際法に基づく「準法人格的な協力体」であり，

国家間の二国間条約が前提であり，国際条約を締結した国の地方当局のみ利用

が可能であることから，汎用性に乏しかった。先にも述べたように，LGCC は
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て法的に再構成されることとなった。したがって，EUREGIO は，形式上は

EU レベルではなく，両国の国内法レベルの公法的組織である６２。

この時点での法的性格は，国際法に基づく「準法人格的な協力体」であり，

国家間の二国間条約が前提であり，国際条約を締結した国の地方当局のみ利用

が可能であることから，汎用性に乏しかった。先にも述べたように，LGCC は
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「地域間協力の実験的ツール」にとどまり，制度的限界を露呈していたと言え

よう。この LGCC の制度的限界を CBC が克服するためには，EU が超国家

的・汎用的な越境法人格を有する EGTC を創設するのを待たねばならなかっ

たのである６３。

第 ８節　結論

本論文は，欧州における CBC を，国家主権と領域秩序の再編という観点か

ら捉え，ユーロリージョンが，試行錯誤の中，CoE の規範を使いながら「制

度的空間」として CBC を進展させていくプロセスを検証した。そのプロセス

においては，EU 地域政策の進展に伴って，ユーロリージョンの中には，主権

国家間の協力体制の限界に直面し，INTERREG や EGTC などの超国家的なガ

バナンス態様を導入し，それ自体の在り方も多様化してきたことが明らかと

なった。

この多様化の証明用具として，まず第 ２ 節で，CBR／CBC におけるユーロ

リージョンの位置づけを，スペクトラム的発想をもとに整理し，スペクトラム

のグラデーション上に配置した。そうすることで，ユーロリージョンが確定的

なガバナンス形態として固定されているわけではなく，欧州の社会状況に合わ

せて質的な変化を遂げていることが明らかにできた。

続いて，第 ３ 節では，ユーロリージョンの共通の特性から制度的実態を把握

した。第 ２ 節でグラデーション上に現れたように，ユーロリージョンはさまざ

まな異なる法的形態や組織を有してもいる。しかし，その一方で，これらには，

日常的な生活圏に根差した「国境の相対化」をはじめ，多くの共通特性がある

ことも明らかとなった。こうした越境協力の進展が直面した最大の課題は，異

なる国内法制・行政体系のもとでの法人格・権限・予算の扱いであった。各地

域が独自の協定や組織形態を模索する中で，越境事務局の所在や法的責任の所

在が不安定なまま残されていたことは，制度としての持続性を阻む要因となっ

ていた。

さらに，第 ４ 節では，ユーロリージョンのケース数の特定を通じて，何が



104 法 学 紀 要　第67巻

ユーロリージョンと他の CBR／CBC を画するのか，ユーロリージョンの網羅

的な「カタログ」である COOP-RECOT II 研究プロジェクト（２018年）を使っ

て考察を試みた。ここでは，ユーロリージョンと他の ETC を画するガバナン

ス的特質が明らかになった。

第 ３ 節での制度的共通特性，第 ４ 節での他の CBR／CBC との画定メルク

マールを踏まえて，第 5 節では，「跨境協力をなぜ行うか」に答える，ユーロ

リージョンに設定される共通項としての目的と意義を抽出した。このことで，

ユーロリージョンによる「国境を機能的に変容させること」の動機が明らかに

なった。

続いて，第 6 節では，ユーロリージョンと他の越境協力の主要事例の比較か

ら，具体的なスペクトラム分析を実施した。主要事例として，ワーキングコ

ミュニティ（CoE 型）を取り上げ，ユーロリージョンとは全く異なったガバナ

ンスの形態の特徴を把握した。さらに，ここで明らかになったのは， 1 つの

ワーキングコミュニティと重複した形で，同一地域・あるいは同一周辺地域に，

別の CBC／CBR としてユーロリージョンが存在したり，EGTC が存在する複

雑な結果であった。そして，同時に，一見，国家間協力枠組みに思われるワー

キングコミュニティが，その後のユーロリージョン生成の苗床となっているこ

とも動態的分析の中で明らかになった。

第 ７ 節では，そのスペクトラム分析の核心であるユーロリージョンの事例と

して，EUREGIO を使いながら，ユーロリージョンの制度的実体分析を実施し，

ユーロリージョンが単独で成立しうる事例についても確認した。

本研究のリサーチクエスチョンとしての出発点は，とりわけ，「ユーロリー

ジョンというガバナンスの様態を使ってなぜ跨境協力を行うか」というもので

あった。以上の本論での検討を通じて明らかになったのは，CBC によって「国

境をなくすこと」ではなく，「国境を機能的に変容させること」であるという

点である。国境は排除と分断の線ではなく，協働と調整の制度的場として再構

成されつつある。

その中には，こうしたウェストファリア的 CBC のガバナンスの様態として
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ワーキングコミュニティやさらにその協力様態が進展したユーロリージョンが

あった。しかし，跨境地域はこれらのガバナンスの様態を単純に識別できる状

態ではなく，二国間合意的なワーキングコミュニティも存在し，CoE 的なユー

ロリージョンの形態も存続し，またポストウェストファリア的 CBC のガバナ

ンスの様態としての EGTC も同時に混在することも明らかになった。これら

は，どのような名称や形態を取るにしても，また，どのように複数の手法が重

複するにしても，「国境を機能的に変容させること」が目的であり，それが結

果として，EU が進める領域的結束の理念を最も具体的に体現する制度的到達

点であることが結論として得られた。

１ 	髙橋和の以下の研究群が，日本におけるユーロリージョン研究の嚆矢であり，ス
ケールの異なったマクロリージョンにおける越境協力との比較研究の観点でも参考
となる。髙橋和「欧州における下位地域協力─チェコ西部におけるユーロリージョ
ンの活動を中心に─」環日本海学会『環日本海研究』第 ４ 号，1998年，２8-４４頁；髙
橋和「下位地域協力における地域的利害実現のためのメカニズム─ユーロリージョ
ン・ナイセ／ニサの事例を中心に─」山形大学法学会『山形大学法政論叢』第16号，
1999年，51-80頁；髙橋和「東中欧における人の移動と下位地域協力─ユーロリージョ
ンの活動と評価の観点から─」『山形大学法政論叢』第２７号，２00３年，７３-9７頁。

２ 	Martina Eckardt, Stefan Okruch, “The Legal Innovation of the European Grouping 
of Territorial Cooperation and its Impact on Systems Competition,” Andrássy 
Working Paper Series in Economics and Business Administration, nr.３７ （２018）: ２.

３ 	本研究は，EU のミクロリージョンにおける CBC が，国境相対化の観点から，EU
拡大・深化における領域的統合のアクセルの役割を果たしていることを検証する，
筆者の一連の研究の 1 つと位置付けることができる。

４ 	この点については，本論文第 ４ 節，第 5 節で詳述する。
５ 	Francisco José Calderón Vázquez, “Borders within Europe, Border Deactivation, 

Cross-border Cooperation and Institutions: The Iberian Raya Case,” Estudios 

Fronterizos 18, no. ３6 （May ２01７）: ７8-101.
６ 	柑本英雄「欧州地域空間再編成の検証：バルト海地域グランドデザイン VASAB２010

のケース」中村信吾・多賀秀敏・柑本英雄『サブリージョンから読み解く EU・東ア
ジア共同体：欧州北海地域と北東アジアの越境広域グランドデザイン比較』弘前大
学出版会，２006年，10７-1３２頁。

７ 	EU 地域政策パッケージ INTERREG プログラムについての研究は，以下を参照され
たい。柑本英雄「欧州地域政策 INTERREG Ⅱ C プログラムに関する考察」『早稲田



106 法 学 紀 要　第67巻

大学社会科学研究科紀要』第 6 号，２000年 9 月，４７-6４頁；柑本英雄「欧州地域協力
の主体の変容─「リージョナルとナショナル」から「サブリージョナル」へ：
INTERREG Ⅱ C 地域プログラムの比較考察」環日本海学会『環日本海研究』第 6 号，
２000年10月３1日，55-69頁；柑本英雄「サブリージョンの戦略的形成：INTERREG Ⅱ
C 北海地域プログラムを通じて」『早稲田大学社会科学研究科紀要』別冊 ７ 号，２001
年 ３ 月，７9-95頁；柑本英雄「EU 地域政策分析枠組みとしての「越境広域経営」モ
デル構築の試み：バルト海グランドデザイン VASAB２010と INTERREG Ⅱ C を例
証とした欧州地域空間再編成の研究」弘前大学人文学部『人文社会論叢（社会科学
篇）』第1４号，２005年 8 月３1日， 1 -３７頁。

８ 	ミクロリージョンとは，大陸における跨境地域と海洋の群島跨境地域とによって構
成される越境地域の領域規模を指す呼称であり，隣接する市町村レベルや州レベル
の地方政府が， ２ つあるいは ３ つ以上で実施する地方政府間協力を行う。詳しくは
拙稿を参照されたい。柑本英雄「EU ミクロリージョンへのポスト・ウェストファリ
ア的批判的視座」日本大学法学部『政経研究』第6２巻第 ３ 号（２0２5年1２月発行予定）。

９ 	Calderón Vázquez, supra note 5．
１0	以下の研究も参考にされたい。田中宏「EU のマクロ・リージョン戦略─ドナウ川流

域のケース─」『立命館国際地域研究』第３8号，２01３年， 1 -２４頁；田中宏「EU の地
域アーキテクチュア：マクロ地域戦略と欧州領域協力団体」『立命館経済学』第6４巻
第 ２ 号，２015年，109-119頁；Hiroshi Tanaka, “EU Architecture of Cross-Border 
Regions: EU Macro Regional Strategy and European Territorial Cooperation,” in 
CESCI Cross-Border Review Yearbook 2017 （CESCI European Institute, ２01７）: 
15３-16７；八木紀一郎・清水耕一・徳丸宜穂編著『欧州統合と社会経済イノベーショ
ン─地域を基礎にした政策の進化』日本経済評論社，２01７年。

１１	Markus Perkmann, Ngai-Ling Sum, “Globalization, Regionalization and Cross-Border 
Regions: Scales, Discourses and Governance,” in Globalization, Regionalization 

and Cross-Border Regions, eds. Markus Perkmann and Ngai-Ling Sum （London: 
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Assessment,” ANNALES: Series Historia et Sociologia ２３, no. 1（２01３）: 155-16４.
１７	Ibid.
１８	Durà Guimerà, et al., supra note 1４, p. ２5.　COOP-RECOT-II 研究プロジェクトのカ

タログでさえ，「ユーロリージョンについての公式的な定訳はない（no official 
definition for the term “Euroregion”）」と述べている。以下の文献でも，さまざまな
CBR，および，ユーロリージョンの定義が試みられている。百瀬宏『下位地域協力
と転換期国際関係』有信堂，1996年。髙橋（1998；1999；２00３）, supra note 1；志摩
園子『物語バルト三国の歴史―エストニア・ラトヴィア・リトアニア』中央公論新
社，２00４年；志摩園子「地域空間としての「バルト」の醸成と変容」北海道大学ス
ラブ研究センター『バルトとバルカンの地域認識の変容』北海道大学スラブ研究セ
ンター研究報告集 No.1３，２006年，1-1４頁；吉田康寿「ユーロリージョンの役割と展
望－カルパチア山脈周辺を事例として」『外務省調査月報』No.４，２00３年，1７-３8頁。

１９	COOP-RECOT II 研究プロジェクト（２018年）は，このような曖昧さを悉皆的研究
手法によって網羅した手堅い研究である。このプロジェクトが出したユーロリー
ジョンの「カタログ」としての ’Euroregions, Excellence and Innovation across EU 
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